
平成２３年度

農商工連携等による被災地等復興支援事業

＜農商工等連携事業・異分野連携事業・地域資源

活用事業・ものづくり基盤技術活用事業＞

（補助事業）

【公募要領】
※同じ補助事業計画を併願申請することは、

認められませんので、ご注意ください。

平成２３年１２月

全国中小企業団体中央会

（公募締切り）平成２４年１月２０日（金）

※電子媒体を含め、提出書類に不備が有る場合は、受理されませんのでご注意ください。

（受付期間）

以下の期間内に、郵送で受け付けます。

平成２３年１２月１６日（金）～平成２４年１月２０日（金）必着

（申請書受付先）

全国中小企業団体中央会 事業推進部

〒１０４－００３３ 東京都中央区新川１－２６－１９ 全中・全味ビル

（問い合わせ先）

全国中小企業団体中央会 事業推進部・振興部

電話 ０３－３５２３－４９０８

※上記以外の電話番号ではお受けできませんので、ご留意ください。

問い合わせ対応時間 9:30～12:00・13:00～16:30／月～金曜日

（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）

◇ 本公募要領は、全国中央会のホームページにも掲載しておりますので、ご利用ください。

http://www.chuokai.or.jp/

◇ 電子媒体を含め、提出書類に不備がある場合は、受理されませんのでご注意ください。
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Ⅰ 本補助金制度について

１．制度の目的

東日本大震災等による影響を受けている被災地等の持続的な復興・振興に資する新事業活動の

促進を図るため、中小企業の連携体等が行う新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路

開拓の取組を支援することを目的とします。

２．補助対象者

本事業で応募する事業は、農商工等連携事業、異分野連携事業、地域資源活用事業、ものづく

り基盤技術活用事業の４つです。各事業の補助対象者及び対象事業の要件は、以下のとおりとな

ります。

なお、農商工等連携事業、異分野連携事業、地域資源活用事業（連携して申請する場合）、も

のづくり基盤技術活用事業については、代表者を決めていただき、連携者全員で申請を行ってい

ただきます。申請にあたっては、補助金の交付を希望する連携者についても本事業に係る経費の

明細及び資金調達の内訳（様式第１の別紙３及び別紙４）を必ず作成してください。

ただし、次の（１）から（３）のいずれかに該当する中小企業者（以下「みなし大企業」とい

う。）は、連携者であっても補助対象者から除きます。したがって、本事業に係る経費の明細及

び資金調達の内訳（様式第１の別紙３及び別紙４）を作成する必要はありません。

（１）発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している中小

企業者

（２）発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業者

（３）大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業

者

（注）大企業とは、各事業に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいいます。ただ

し、次のいずれかに該当する者については、大企業として取り扱わないものとします。

○ 中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社

○ 投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

◆農商工等連携事業

中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律（平成２０年法律第３８

号）第２条第１項に規定する中小企業者（以下、農商工等連携事業において同じ。）が行う事業

であって、次の①から③まですべてを満たすこと

①被災地域（注１）の復興に資するものであること

②中小企業者（本事業の実施において、農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における中

小企業者に限る。）と農林漁業者とが連携（注２）し、それぞれの経営資源を活用して行う、

新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること

③中小企業者又は農林漁業者のうち１以上が被災地域（注１）にあること
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◆異分野連携事業

中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律（平成１１年法律第１８号）第２条第１項に規

定する中小企業者（以下、異分野連携事業において同じ。）が行う事業であって、次の①から③

まですべてを満たすこと

①被災地域（注１）の復興に資するものであること

②その事業の分野を異にする中小企業者が連携（注２）し、それぞれの経営資源を活用して行

う、新商品・新サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること

③連携している中小企業者のうち１以上が被災地域（注１）にあること

◆地域資源活用事業

中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（平成１９年法律第３９

号。以下「地域産業資源法」という。）第２条第１項に規定する中小企業者（以下、地域産業資

源活用事業において同じ。）が行う事業であって、次の①から③まですべてを満たすこと

①被災地域（注１）の復興に資するものであること

②被災地域（注１）にある地域産業資源を活用して行う、新商品・新サービス、新技術サービ

スの開発や販路開拓であること

なお、地域産業資源とは、「地域資源活用促進法」に基づき、各都道府県の基本構想にて定

めたものをいう。また、本基本構想にて、地域産業資源と併せて、当該地域産業資源に係る

地域が示されており、本事業では、地域産業資源に係る地域に被災地域が含まれている地域

産業資源を活用した取組であること。

③申請者又は連携者が被災地域（注１）にあること

※地域産業資源については、都道府県の基本構想にて確認できます

基本構想公表サイト

http://j-net21.smrj.go.jp/expand/shigen/kousou/index.html

（例）本事業で活用できる地域産業資源について

新潟県が指定する地域産業資源を活用する場合

地域産業資源

の名称
地域産業資源に係る地域 本事業への申請の可否

新潟県産コシ

ヒカリ

県全域

（十日町市、上越市、中魚沼郡津南町、

ほか全ての新潟県内市町村）

○

特定被災区域を含む県全域の地域産業資源なの

で、県内いずれの地域のコシヒカリも活用可能

ソバ 小千谷市、十日町市、上越市

○

特定被災区域を含む地域産業資源なので、特定被

災区域外である小千谷市産のソバも活用可能

そらまめ 新潟市、燕市

×

特定被災区域を含まない地域産業資源なので、活

用できない

※新潟県における特定被災区域は、十日町市、上越市、中魚沼郡津南町
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◆ものづくり基盤技術活用事業

中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成１８年法律第３３号）第２条第１

項に規定する中小企業者（以下、ものづくり基盤技術活用事業において同じ。）が行う事業であ

って、次の①から③まですべてを満たすこと

①被災地域（注１）の復興に資するものであること

②複数の中小企業者が連携（注２）し、特定ものづくり基盤技術を活用して行う、新商品・新

サービス、新技術サービスの開発や販路開拓であること

③連携している中小企業者のうち１以上が被災地域（注１）にあること

※特定ものづくり基盤技術については、参考資料１「特定ものづくり基盤技術について」を

参照してください。

（注１）被災地域とは、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成

２３年法律第４０号）第２条第３項に定める「特定被災区域」をいいます。区域の一覧につい

ては、参考資料２「特定被災区域一覧」を参照してください。

（注２）連携とは、互いの技術・ノウハウ等の経営資源を持ち寄り、新商品の開発等を協力して行う

ことをいいます。例えば、新商品等を展示会に出展し、単なるＰＲ等の役割のみを担い、新商

品の開発等に寄与しない取組を行う者との連携は、補助対象となりません。
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３．補助事業のスキーム

⑬補助金の支払い

⑫補助金の請求

⑪確定検査（交付額の確定）

⑧補助金状況報告

⑥交付申請

⑤採択（代表者あて通知）

①公募

②計画書申請

補助事業者

審査委員会

③審査

全国中小企業団体中央会

⑦交付決定（代表者あて通知）

経済産業省

中小企業庁

補助 申請

都道府県

④意見照会

⑨中間監査

⑩実績報告
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４．補助対象経費

補助対象となる経費は、次の表に掲げる経費です。それぞれの経費区分ごとに対象となる経費

内容について説明します。

経費区分 経費内容

人件費 ①直接人件費

事業費 ②専門家謝金

③旅費

④借損料

⑤産業財産権等取得等費

⑥雑役務費

⑦会場借料費

⑧資料購入費

⑨通信運搬費

⑩原材料費

⑪機械装置等費

⑫展示会等出展費

⑬マーケティング調査費

⑭商品紹介資料作成費（広報費）

⑮外注・委託費

その他の経費 ⑯その他の経費

※原則、①から⑮に掲げる経費が補助対象となります。
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（１）経費区分ごとの経費内容の説明

【人件費】

①直接人件費

補助事業の実施期間を通じて責任をもって新商品・新サービス、新技術サービスの開発

等に直接従事することができる者（原則として補助事業者と雇用関係が結ばれている者に

限る。）の補助事業を実施するに要した人件費

＜注意事項＞

� 人件費単価は、参考資料３「直接人件費単価の算出方法について」を参照してくだ

さい。

� 業務日誌を作成していただきます。

� 全国中小企業団体中央会に提出する書類の作成に要する時間、各種経費を支払うた

めに要する時間は、補助対象となりません。

【事業費】

②専門家謝金

事業の遂行に必要な指導・助言等を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払わ

れる経費

＜注意事項＞

� 連携者を専門家等として支出の対象にすることはできません。

� 謝金の単価は、参考資料４「助成事業に係る経費支出基準」に基づきます。ただし、

補助事業者（Ｐ．４⑦の補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。）が定め

る規程等によりその単価の根拠が明確であり、その単価が参考資料４「助成事業に

係る経費支出基準」に比して低い場合には、補助事業者の規程に基づきます。

③旅費

事業の遂行に必要な情報収集や各種調査等を行うための補助事業者の旅費または事業の遂

行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費

＜注意事項＞

� 補助対象となるものは、参考資料５「助成事業の旅費支給に関する基準」に基づき

最も経済的及び合理的な経路により算出されたものとなります。ただし、補助事業

者が定める旅費規程等が整備されており、「助成事業に係る旅費支給に関する基準」

と概ね同等の規定となっている場合は、全国中小企業団体中央会と協議のうえ、補

助事業者の旅費規程等に基づき算出するものとします。
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� 補助事業者の旅費規程等に定める場合であってもグリーン車、ビジネスクラス等の

特別に付加された料金は補助対象となりません。

� 補助事業以外の用務が一連の旅程に含まれる場合は、用務の実態を踏まえ、按分等

の方式により補助対象経費と補助対象外経費に区分します。

④借損料

事業の遂行に直接必要な機器・設備類のリース料、レンタル料として支払われる経費

＜注意事項＞

� 借用（リース、レンタル）において、補助対象となるものは、借用のための見積書、

契約書等が確認できるもので、当該年度の補助事業に要する経費のみとなります。

したがって、契約期間が当該年度を越える場合の補助対象経費は、按分等の方式に

より算出された当該補助事業期間分のみとなります。

⑤産業財産権等取得等費

事業に係る特許権、実用新案権、意匠権、商標権等（以下「産業財産権等」という。）の

取得等に要する経費や産業財産権等の導入に要する経費

＜注意事項＞

� 産業財産権等の取得に要する経費は、補助事業の事業化に必要なものに限ります。

� 産業財産権等の取得に要する経費のうち、以下の経費については補助対象となりま

せん。

� 日本の特許庁に納付される経費（特許出願手数料、審査請求料及び特許料等）

� 拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費

� 補助事業終了日までに出願手続きを完了していることが公的機関の書類等で確認で

きない場合には、当該費用は補助対象となりません。

� 産業財産権等取得等費により産業財産権等を申請する経費を補助対象とする場合に

は、補助事業者に権利が帰属することが必要です。

� 弁理士の手続代行費用を補助対象とする場合には、補助事業期間中に契約が締結さ

れていることが必要です。

� 他の制度により産業財産権等の取得について支援を受けている場合は、産業財産権

等取得等費の申請をすることはできません。

⑥雑役務費

事業の遂行に必要な業務・事務を補助するために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、

交通費として支払われる経費

＜注意事項＞

� 作業日報の作成が必要となります。
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� 臨時的雇い入れと見なされない場合は補助対象となりません。

⑦会場借料費

会議等を開催するための会場借料

⑧資料購入費

事業の遂行に必要不可欠な図書等の資料購入するための経費

⑨通信運搬費

会議等開催のための郵送料、機器・機材等の運搬のために支払われる経費

＜注意事項＞

� 会議における食事代及び菓子代は補助対象となりません。

⑩原材料費

事業の遂行に必要な原材料・副資材等の購入に要する経費

＜注意事項＞

� 購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、補助事業終了時には使い切ること

を原則とします。補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。

� 原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿（任意様式）を作成し、そ

の受払いを明確にするとともに、試作・開発等の途上において発生した仕損じ品や

テストピース等を保管（保管が困難なものは写真撮影による代用も可）しておく必

要があります。

⑪機械装置等費

事業の遂行に必要な機器・設備類の購入、製作、改良、据付又は修繕に要する費用

＜注意事項＞

� 改良とは、機能を高めまたは耐久性を増すために行うもので、修繕とは、保守に伴

って行う原状回復等の行為をいいます。

� 補助事業で取得する機械装置等は、当該年度の補助事業を実施するにあたって必要

な機械装置等が補助対象となります。

⑫展示会等出展費

試作品、新商品等を展示会等に出展するために支払われる経費

⑬マーケティング調査費

事業の遂行に必要なユーザーニーズ調査等を行うための経費及び調査員等に対して支払わ
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れる経費

⑭商品紹介資料作成費（広報費）

事業の遂行に必要なパンフレット・ポスター等を作成するため及び広報媒体等を活用する

ために支払われる経費

＜注意事項＞

� 「通訳料・翻訳料」及び展示会等出展に必要な「保険料」や「運搬費」も補助対象

となります。

� 展示会等の出展については、出展料等の支払日が交付決定日以前となる場合は補助

対象となりません。

� 調査の実施に伴う記念品代、謝礼等は補助対象となりません。

� 商品紹介資料作成費は、新商品等の広報を目的としたものが補助対象であり、単な

る会社のＰＲや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。

⑮外注・委託費（上記②から⑭に該当する経費を除く。）

試作品等の設計（デザインを含む。）・製造・改良・加工・実験・分析等、新商品・新

サービス、新技術サービスの開発等に必要な事業のうちの一部を外部に委託等するために

支払われる経費

＜注意事項＞

� 外注先・委託先が機器・設備等を購入する費用は補助対象となりません。

� 委託取引の場合は、委託内容、金額等が明記された契約書を締結し、原則として、

委託する側である補助事業者に成果物等を帰属させる必要があります。

【その他の経費】

⑯その他の経費

上記①から⑮以外の経費で全国中小企業団体中央会会長が特に必要と認める経費

（２）補助対象経費全般にわたる留意事項

① 補助事業を行うにあっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対象経

費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額

等が確認できるもののみとなります。

② 補助事業における発注先（委託先）の選定にあたっては、１件あたり５０万円（税抜

き）以上を要するものについては、原則として、２社以上から見積をとることが必要とな

ります。ただし、発注（委託）する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、
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該当する企業を随意の契約先とすることができます。その場合、該当企業等を随意契約の

対象とするための理由書が必要となります。

③ 原則として、連携者間の取引については、補助対象となりません。

④ 中古品の購入は、原則として、価格設定の適正性が明確でない場合には補助対象となり

ません。

⑤ 以下の経費は補助対象となりません。

� 通常の生産活動のための設備投資の費用、事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲

介手数料、光熱水費

� 電話代、インターネット利用料金等の通信費

� 販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費

� 商品券等の金券

� 名刺や文房具等の事務用品等の消耗品代、雑誌購読料、新聞代、団体等の会費

� 茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用

� 不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用

� 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等の

ための弁護士費用

� 金融機関などへの振込手数料

� 公租公課（消費税を含み、旅費に係る出入国税を除く。）

� 各種保険料（旅費に係る航空保険料、展示会等出展に係るものを除く。）

� 借入金などの支払利息及び遅延損害金

� 補助金計画書、交付申請書等の書類作成に係る費用

� 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

⑥ 補助金計画書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、補助金計画書を提出してください。

５．補助率等

補助率は、補助対象経費の１０分の１０以内です。

また、補助限度額は１事業あたり３，０００万円（下限は１００万円）です。

６．申請手続き等の概要

（１）受付期間

以下の期間内に、郵送で受け付けます。

平成２３年１２月１６日（金）～平成２４年１月２０日（金）必着
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（２）申請受付先

全国中小企業団体中央会 事業推進部

〒１０４－００３３ 東京都中央区新川１－２６－１９ 全中・全味ビル

（３）問い合わせ先

全国中小企業団体中央会（事業推進部・振興部）

電話 ０３－３５２３－４９０８

※上記以外の電話番号ではお受けできませんので、ご留意下さい。

問い合わせ対応時間 9:30～12:00、13:00～16:30／月～金曜日

（祝日及び年末年始（12/29～1/3）を除く。）

（４）提出書類

表１で定める提出書類（Ｐ．１３参照）を、申請受付先に提出してください。なお、必要

に応じて追加資料の提出及び説明を求めることがあります。また、提出書類等の返却は致し

ません。封筒に赤字で「農商工連携等計画書在中」と記入してください。

（５）審査

提出書類等について表２で定める審査項目（Ｐ．１５参照）に基づき、外部有識者等によ

り構成される審査委員会において審査を行います。なお、審査は提出書類等による書面審査

をもって行われますので、不備のないよう十分ご注意ください。

（６）提出書類の情報共有

提出書類の情報については経済産業省と共有するとともに、代表者及び連携者の主たる事

務所を含む都道府県等の公的関係機関に対して（４）の提出書類の写しを送付し、意見照会

を行うことがあります。

（７）通知

審査結果（採択又は不採択）について、後日、全国中小企業団体中央会から代表者宛に通

知します。採択となった事業者に対しては、別途、補助金交付説明会を開催し、補助金に関

する交付規程等をお渡ししますので、当該規程に基づき補助金の交付に係る手続きを行って

いただきます。その際、計上された補助対象経費について、その内容・信ぴょう性が確認で

きる書類（見積書、カタログ、仕様書等）の提出を行っていただきます。

（８）公表

採択となった場合には、原則として、企業名・代表者名、住所、業種、設立年、資本金、

従業員数、補助金額、交付年度、補助事業計画名、補助事業概要（１５０字程度）、補助事

業の主たる実施場所を公表します。
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（９）その他

① 同一企業が類似内容で本制度以外の国の補助事業や委託事業等と併願している場合等に

は、不合理な重複及び過度な集中を排除するため、重複して採択しないこととされていま

すので、ご留意ください。

② 採択された場合であっても、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。
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表１：提出書類

提 出 書 類 及 び 提 出 部 数

① 農商工連携等による被災地等復興支援事業計画書 一式

（正１部、写し５部、合計６部）

また、上記６部の提出に加えて、計画書の内容が全て入力された「ワード」又は「一太

郎」のファイルを、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存のうえ、１部提出してください。

② 役員名簿（エクセルデータで提出）

上記①を保存した電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に保存して提出してください。

③ 決算書（直近２年間の貸借対照表、損益計算書）（６部）

ただし、上記の書類がない設立後２年未満の企業は、決算書に加え、事業計画書及び収

支予算書を提出してください。

④ 会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット（６部）

⑤ 定款又は商業登記簿謄本（提出日より３カ月以内に発行された謄本）

（正１部、写し５部、合計６部）

⑥ 提出書類受付通知用はがき

・５０円切手を貼った私製はがき又は日本郵便の通常はがき

・宛先側に、御社住所、御社名、担当者名を記載し、裏面は白紙のもの

【提出書類受付通知用はがきの記載方法】

【注意事項】

計画書の用紙サイズは原則としてＡ４判の片面印刷とし、決算書・パンフレット・定款など他

の提出書類とともに左側に縦２穴で穴を開け（ホッチキス止め不可）、一部ずつ紙製のフラット

ファイルに綴じ込んでください。

□□□－□□□□

申
請
者
に
配
達
可
能
な
住
所

会
社
名

担
当
者
名

様

（
切
手
貼
付
又
は

郵
便
は
が
き
）

（裏は白紙）
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添 付 書 類 等

【ＣＤ－Ｒへのデータの収録方法】

計画書の様式１（別紙１～４を含む）をＣＤ－Ｒに電子媒体を保存してください。収録の際に

は、上記のファイル名で収録してください。また、様式及び別紙ごとに１ファイルにまとめて収

録してください。

【計画書等の綴じ方】

【資料の送付】

角形２号封筒

封筒に入れる書類等

・紙製のフラットファイル（正１部、副５部の計６部）

・ＣＤ－Ｒ １枚

・提案書受付通知用はがき（切手貼付又は郵便はがき） １枚

テーマ名
「○○の開発」

【様式第１】計画書

【別紙１】申請者概要（代表者及び連携者全者）

【別紙２】補助事業計画書

【別紙３－１、３－２】経費明細書

（補助金の交付を希望する者のみ※）

【別紙４】資金調達内訳

（補助金の交付を希望する者のみ※）

【別添】役員名簿（エクセルデータ）

※みなし大企業及び大企業は除きます。

決算書

（直近２ヶ年分）

代表者及び

連携者

１部ずつ

紙製のフラットファイルに綴じる

パンフレット

代表者及び

連携者

１部ずつ

定款又は商業登

記簿謄本

代表者及び

連携者

１部ずつ

計画書

様式第１

別紙１

別紙２

別紙３－１

別紙３－２

別紙４

１部

正１部

副５部

計６部を準備

添付書類

（
赤
字
）

農
商
工
等
連
携
等

計
画
書
在
中
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表２：審査項目

審 査 項 目

（１）事業内容

①事業内容の妥当性

➢ 震災からの復興に資するものであるか。

➢ 事業実施における課題、対応、時間軸が明確で、整合性が図られているか。

➢ 費用対効果（補助金額に対する想定売上の規模等）は妥当か。

➢ 必要経費は、事業内容に照らして妥当か（著しく高額となっていないか。）。

②実施態勢の妥当性

➢ 事業を適切に遂行するための経営資源（技術力、経験値、ノウハウ、資金調達力、

人材等）を有しているか。

➢ 財務状況等は、適切な事業遂行に当たって問題ないか。

➢ 連携者との役割分担は明確か。

③市場規模・市場ニーズの妥当性

➢ 予想市場規模及び市場ニーズは妥当か。

➢ 顧客ターゲットが明確になっているか。

➢ 新商品等は、既存・競合商品等に比べ価格的・性能的に優位性があるか。

④事業化の可能性

➢ 事業終了後の生産・販売・市場獲得等の事業化に向けた計画・ビジョンが具体的で

あり、かつ、その内容（コスト低減、性能向上、新たな機能の付加、軽量化等）が妥

当なものとなっているか。

（２）事業効果（加点項目）

①即効性

➢ 補助事業の実施により早期の事業化が見込まれること。

②先進性・モデル性

➢ 開発する新商品等が地域において、先進的なものであること。

➢ 地域のモデル的事例となり、他の事業者の参考・励みになること。

③被災地域への寄与

➢ 被災地域への技術的・経済的な波及効果が期待できること。

④円高等による影響（川下企業（完成品メーカー等）の国内からの撤退等）

➢ 円高等による影響（取引のあった川下企業の海外への工場移転等）を受けているこ

と。
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７．補助事業期間

補助事業期間は、交付決定日から平成２４年３月末日までとなります。

※正当な理由により補助事業期間内に補助事業を終了できない場合、本予算の繰越手続により

平成２４年１２月を限度として認められた範囲で補助事業期間の延長を行うことができます。

８．補助事業者の義務

本制度の交付決定を受けた場合は、以下の条件を守らなければなりません。

（１）交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補

助事業を廃止若しくは他に承継させようとする場合には、事前に承認を得なければなりませ

ん。

（２）補助事業の実施に基づく発明、考案等に関して、産業財産権等の出願又は取得を補助事業

年度又は補助事業年度の終了後５年以内に行った場合及び補助事業において産業財産権等の

取得に係る補助金の交付を受けた場合には、補助事業年度の終了後５年間の当該産業財産権

等の取得等状況について、当該年度を含む毎年度終了後３０日以内に産業財産権等報告書を

提出しなければなりません。

（３）補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後５年間、毎会計年度終了後３０日以内に

本補助事業に係る事業化等の状況を報告するとともに、補助事業に関係する調査に協力をし

なければなりません。

（４）事業化状況の報告から、補助事業の成果の事業化又は産業財産権等の譲渡又は実施権設定

及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合に

は、その収益の一部を全国中小企業団体中央会に納付しなければなりません（納付額は補助

金額が限度です。)。

（５）補助事業により取得した機械等の財産又は効用の増加した財産は、補助金交付の目的に従

って効果的運用を図らなければならず、経済産業大臣が別に定める期間以前に当該財産を処

分（補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供することをいう。以下

同じ。）する必要があるときは、事前にその承認を受けなければなりません。

（６）財産処分を行った際、当該財産を処分したことによって得た収入の一部は全国中小企業団

体中央会に納付しなければなりません（納付額は当該処分財産に係る補助金額が限度です。)。

ただし、中小企業者が、試作開発の成果を活用して実施する事業に使用するために、処分制

限財産（機械・設備等に限る。）を転用（財産の所有者の変更を伴わない目的外使用）する

場合には、事前承認を得ることにより納付義務が免除されます。

（７）補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度
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終了後５年間保存しなければなりません。

（８）全国中小企業団体中央会会長は、本事業の適正な遂行を確保するため必要と認めたときは、

指名する職員等に補助事業者の実地検査を行わせることができます。この場合において、補

助事業者は実地検査に協力しなければなりません。

また、本事業終了後、中小企業庁や会計検査院が実地検査に入ることがあります。この検

査により返還命令等の指示がなされた場合は、これに従わなければなりません。

９．財産の帰属等

補助事業を実施することにより産業財産権等が発生した場合は、その権利は補助事業者に帰属

します。

１０．その他

（１）補助金の支払いについては、通常は補助事業終了後に実績報告書の提出を受け、補助金額

の確定後の精算払いとなります。なお、補助金は経理上、支払いを受けた事業年度における

収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となります。

（２）補助事業の進捗状況確認のため、全国中小企業団体中央会が実地検査に入ることがありま

す。

（３）原則として、補助事業終了後の補助金額確定に当たり、補助対象物件や帳簿類の確認がで

きない場合については、当該物件等に係る金額は補助対象外となります。

（４）補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７

９号）」等に違反する行為等（例：他の用途への無断流用、虚偽報告など）をした場合には、

補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

（５）補助事業終了後、補助事業の成果について、必要に応じて補助事業実施者に発表していた

だくことがあります。
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Ⅱ 計画書の様式
様式第１（全事業共通）

※この欄は全国中小企業団体

中央会が記載します。

番 号

年 月 日

全国中小企業団体中央会会長 殿

＜代表者＞

住 所（郵便番号、所在地）

氏 名（名称、代表者の役職及び氏名） 印

＜連携者（共同申請者）＞

住 所（郵便番号、所在地）

氏 名（名称、代表者の役職及び氏名） 印

平成２３年度新事業活動促進支援補助金（農商工連携等による被災地等復興支援事業）

計画書

平成２３年度新事業活動促進支援補助金（農商工連携等による被災地等復興支援事業）の交付

を受けたいので、下記の書類を添えて提出します。

記

１．申請者概要（別紙１のとおり）

２．補助事業の計画書（別紙２のとおり）

３．経費明細表（別紙３のとおり）

４．資金調達内訳（別紙４のとおり）

５．過去２年間の貸借対照表、損益計算書

６．会社案内等事業概要の確認ができるパンフレット

７．定款（若しくは商業登記簿謄本※）

（※提出日より３カ月以内に発行された謄本）

（注）本様式は、日本工業規格Ａ４とすること。

応募する事業

（申請を希望する事業に

「○」を記載）

農 商 工 等 連 携 事 業
受付番号

異 分 野 連 携 事 業

地 域 資 源 事 業

も の づ く り 事 業

いずれかが

被災地域に

あること
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（別紙１）

申請者概要

（本ページを複製して、全ての連携者について作成してください。）

１．申請者概要

名称：

代表者の役職名及び氏名：

住所： 被災地 ※本事業を行う本社や支店、事務所等が被災地に

ある場合には○印を付してください。

※申請者（連携者含む。）が本社から本事業の実施

に係る委任を受けている必要があります。

電話番号： FAX番号：

補助事業担当者の部署名、役職名及び氏名：

電話番号： ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

補助事業経理担当者の役職名及び氏名：

資本金（出資金） 万円 従業員数 人

主たる業種 設立日 年 月 日

２．株主等一覧表（平成 年 月 日現在）

株主名

出資者名

住所 持株数

出資価額

比率 大企業

（注）

備考

総株数（総出資価額）：

（注）株主が大企業に該当する場合は、大企業欄に○を記入

３．役員（平成 年 月 日現在）

役職名 氏名 大企業

（注）

備考

（注）大企業の役員又は職員を兼務している場合は、大企業欄に○を記入
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（別紙２）

補助事業計画書

１．事業内容等

（１）事業計画名等

①事業計画名（３０字程度）

②事業概要（１５０字程度）

（注）ここに記述された内容は、採択時点で公表する可能性がありますので、秘匿情報等にご注意のうえ、記述して

ください。

（２）事業内容等

①事業の主たる実施場所

【審査項目】

＜加点項目＞

（２）事業効果

③被災地域への寄与

➢ 被災地域への技術的・経済的な波及効果が期待できること。

②事業の必要性、事業を実施することによる震災復興への効果

（注１）事業の必要性（被災地域のニーズ、市場および社会的課題解決等）について記述してください。

（注２）事業の成果を被災地域のニーズにどのように活用していくのか、新商品・新技術が震災復興にどのような効

果があるのかについて記述してください。

（注３）被災地域への技術的・経済的な波及効果（新事業の創出、新規雇用の創出等）について、記述してくださ

い。

（注４）「震災復興への効果」は、事業の主要な目的であり、審査において重点的に評価を行います。想定している

貢献内容について、十分な評価ができるように記述してください。
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【審査項目】

＜基本項目＞

（１）事業内容

①事業内容の妥当性

➢ 震災からの復興に資するものであるか。

＜加点項目＞

（２）事業効果

②先進性・モデル性

➢ 開発する新商品・新技術が地域において、先進的なものであること。

➢ 地域のモデル的事例となり、他の事業者の参考・励みになること。

③被災地域への寄与

➢ 被災地域への技術的・経済的な波及効果が期待できること。

③開発する新商品・新サービス、新技術サービスの概要等について

（注１）開発する新商品・新サービス、新技術サービスの市場ニーズ、市場規模、顧客ターゲット、及びその根拠を

記述してください。

（注２）また、新商品・新サービス、新技術サービスのイメージを、下欄に記述してください。（ロイヤリティ収入

販売以外の収入を目指す場合、その旨及び概要を下欄に記述してください。）

（注３）開発する新商品・新サービス、新技術サービスが、複数ある場合は、それぞれについて記述してください。

（注４）地域資源活用事業については、活用する地域産業資源の名称、存在する地域名を記載し、当該地域産業資源

の特徴をどのように活かして、新商品・新サービス、新技術サービスの性質、機能等を実現するのか記述して

ください。

（注５）ものづくり基盤技術活用事業については、活用する技術の名称を記載し、当該技術をどのように活かして、

新商品・新サービス、新技術サービスの性質、機能等を実現するのか記述してください。
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＜地域資源活用事業に応募する場合のみ併せて記載＞

活用する地域産業資源の名称及び存在する地域名

名 称：

地域名：

＜ものづくり基盤技術活用事業に応募する場合にのみ併せて記載＞

活用する技術

名 称：

新商品・新サービス、

新技術サービスの名称

新商品・新サービス、新技術サービスの概要

（用途、従来品との比較、特徴等）

【審査項目】

＜基本項目＞

（１）事業内容

③市場規模・市場ニーズの妥当性

➢ 予想市場規模及び市場ニーズは妥当か。

➢ 顧客ターゲットが明確になっているか。

➢ 新商品等は、既存・競合商品等に比べ価格的・性能的に優位性があるか。

＜加点項目＞

（２）事業効果（加点項目）

②先進性・モデル性

➢ 開発する新商品・新サービス、新技術サービスが地域において、先進的なものであること。

➢ 地域のモデル的事例となり、他の事業者の参考・励みになること。

③被災地域への寄与

➢ 被災地域への技術的・経済的な波及効果が期待できること。
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④事業の内容・実施スケジュール

（ア）事業の内容

（注１）新商品・新サービス、新技術サービスの開発に向けて、どのような課題があるのか記述してください。

（注２）上記の課題解決のため、達成すべき目標を実施項目（サブテーマ）を設定し、具体的に記述してください。

（注３）上記の目標を達成するために実施する内容について、実施項目（サブテーマ）ごとに具体的に記述してくだ

さい。なお、連携者がいる場合にはそれぞれの役割分担を明確にし、記述してください。

（イ）実施スケジュール

（注１）上記（ア）事業の内容ついて、どのようなスケジュールで進めていくのかを記述してください。

（注２）事業の実施スケジュールを、概ね４つの期間に分類し、実施項目（サブテーマ）ごとに分けて記述してくだ

さい。

【事業実施スケジュール】

実施項目
補助事業期間

１／４ ２／４ ３／４ ４／４

【記載例】

【事業実施スケジュール】

実施項目
補助事業期間

１／４ ２／４ ３／４ ４／４

市場調査

①～に関する調査

②～に関する調査

試作開発

①～に関する分析

②～に関する試作

展示会出展

①▲▲展示会出展

②◆◆展示会出展



- 24 -

【審査項目】

＜基本項目＞

（１）事業内容

①事業内容の妥当性

➢ 事業実施における課題、対応、時間軸が明確で、整合性が図られているか。

➢ 必要経費は、事業内容に照らして妥当か。（著しく高額となっていないか。）

⑤事業化計画（成果の活用方法、次年度以降の目標と事業内容）

（注１）補助事業終了後の事業化計画について、生産・販売・市場獲得などの具体的な事業化の内容を記述してくだ

さい。

（注２）想定される市場規模、単価、販売数量、売上高、営業利益、市場シェア（金額ベース（＝売上高／市場規

模））の年度ごとの推移について、下表に数値を記載いただくとともに、算出の考え方等根拠を記述してくだ

さい。また、増加又は減少の変動が見込まれる場合は、その変動要因を記載いただくとともに、当該市場の特

色についても記述してください。

（注３）想定される売上高について達成可能な理由についても記述してください。

（注４）開発する新商品・新サービス、新技術サービスが、複数ある場合は、それぞれについて記述してください。

（注５）「経過年数」とは本事業による補助事業終了後の経過年数を示します。

【市場規模、売上げ等の推移】

（新商品等の名称： 、事業者名： ）

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

市場規模

（万円）

シェア

（％）

販売数量（単

位を記載）

単価

（円）

売上高

（万円）

営業利益

（万円）
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【補助事業終了後５年間の事業化計画】

（新商品等の名称： 、事業者名： ）

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

【記載例】

【補助事業終了後５年間の事業化計画】

（新商品等の名称：○○○商品、事業者名：○○株式会社）

経過年数 １年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目

市場調査 ②

追加開発

設備投資 ① ③

生産

販売

【記載例】

①追加設備投資の実施（○○より○○円を資金調達予定）

②売上状況の確認及び生産量増強の検討

③生産体制の強化及び商品展開の多様化（自社費用にて○○円の設備投資を実施）

【審査項目】

＜基本項目＞

（１）事業内容

①事業内容の妥当性

➢ 費用対効果（補助金額に対する想定売上の規模等）は妥当か。

④事業化の可能性

➢ 事業終了後の生産・販売・市場獲得等の事業化に向けた計画・ビジョンが具体的であり、かつ、その内容

（コスト低減、性能向上、新たな機能の付加、軽量化等）が妥当なものとなっているか。

＜加点項目＞

（２）事業効果

①即効性

➢ 補助事業の実施により早期の事業化が見込まれる。
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⑥実施態勢

（注１）申請者に事業に必要な経営資源が備わっていることを記述してくだい。

（注２）連携参加者（共同申請者）の役割、取組等の態様を記述し、連携することで、新商品・新サービス、新技術

サービスの開発や販路開拓が可能となることを記述してください。

（注３）連携者の役割分担が明確になるように記述してください。

代表者・連携参加者（中小企業者・農林漁業者）

名称 提供する経営資源 補助事業上の役割

協力者（大企業・大学）

名称 提供する経営資源 補助事業上の役割

【審査項目】

＜基本項目＞

（１）事業内容

②実施態勢の妥当性

➢ 事業を適切に遂行するための経営資源（技術力、経験値、ノウハウ、資金調達力、人材等）を有している

か。

➢ 財務状況等は、適切な事業遂行に当たって問題ないか。

➢ 連携者・共同申請者との役割分担は明確か。
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⑦円高等による影響（川下（完成品メーカー等）企業の国内からの撤退等）の状況

（注１）近年の円高等による影響（例えば、今まで取引のあった川下（大手）企業が海外に工場を移転等）を受けて

いる状況があれば、その状況を記述してください。

（注２）代表者及び連携者すべてについて、状況を記述してください。

【審査項目】

＜加点項目＞

（２）事業効果

④円高等による影響（川下企業（完成品メーカー等）の国内からの撤退等）の状況

➢ 円高等による影響（取引のあった川下企業の海外への工場移転等）を受けていること。

３．他の補助金等への申請状況

（１）本事業で実施する内容に係る他の補助金・委託費等への申請（併願の有無）

（２）申請者の過去５年間の補助金・委託費等の受給状況

（注）代表者及び連携者すべてについて、状況を記述してください。
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（別紙３－１）

経費明細総括表

（本補助事業全体の経費支出（各事業者の経費支出の合計）を作成してください。）

（単位：円）

申請者名 経費区分

補助事業に

要する経費

（税込み）

補助対象経費

（税抜き）

補助金交付

申請額

（補助対象経費の

10/10以内）

＜代表者＞

人件費

事業費

小 計（①）

＜連携者＞

人件費

事業費

小 計（②）

合 計（①＋②）

（注）各事業者の経費明細表（別紙３－２）の合計が、一致するように記載してください。
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（別紙３－２）

経費明細表

（補助金の交付を希望する事業者は、本ページを複製して同様に作成してください。）

（事業者名： ）

（単位：円）

（注１）「経費区分」は、人件費、事業費で分類します。

（注２）「種別（費目）」とは、直接人件費、専門家謝金、旅費、借損料、産業財産権等取得等費、雑役務

費、会場借料費、資料購入費、通信運搬費、原材料費、機械装置等費、展示会等出展費、マーケティ

ング調査費、商品紹介資料作成費（広報費）、外注・委託費をいいます。

（注３）「補助事業に要する経費」とは、当該事業を遂行するために必要な経費をいう。

（注４）「補助対象経費」とは、「補助事業に要する経費」のうち補助対象となる経費をいう。なお、汎用

性があり目的外使用になり得るもの（例えば、パソコン、プリンタなどの購入やインターネット回線

使用料）については「補助事業に要する経費」となりますが、補助対象外であるため、「補助対象経

費」にはなりません。

（注５）「補助金交付申請額」は、「補助対象経費」のうち補助金の交付を希望する額で、補助金の限度内

の額をいいます。

（注６）積算基礎は具体的に記載してください。（人件費の例：○○円×○○人日）

経費区分・種別

（費目）

補助事業に

要する経費

（税込み）

補助対象経費

（税抜き）

補助金交付

申請額

（補助対象経費

の10/10以内）

積算基礎

＜人件費＞

直接人件費

人件費計

＜事業費＞

専門家謝金

旅費

借損料

産業財産権等取得等費

雑役務費

会場借料費

資料購入費

通信運搬費

原材料費

機械装置等費

展示会等出展費

マーケティング調査費

商品紹介資料作成費（広報費）

外注・委託費

事業費計

合 計
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（別紙４）

資金調達内訳

（補助金の交付を希望する事業者は、本ページを複製して同様に作成してください。）

（事業者名： ）

１．補助事業に要する経費調達内訳

区 分 補助事業に要する経費(円) 資金の調達先

自 己 資 金

借 入 金

補 助 金 交 付 申 請 額 －

そ の 他

合 計 額

２．補助金交付申請額に相当する額の手当方法

区 分 補助金相当額（円） 資金の調達先

自 己 資 金

借 入 金

そ の 他

合 計 額

（注１）「２．補助金交付申請額に相当する額の手当方法」の補助金相当額の合計額は、「１．

補助事業に要する経費内訳」の補助金額と一致させてください。

（注２）補助金の支払は、原則として補助事業終了後の精算払いとなるため、補助事業実施期間

中、補助金相当分の資金を確保する必要があります。

３．補助事業の経理担当者の役職名・氏名
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役員名簿

（エクセルデータをダウンロードし、代表者及び連携者の役員全員を記載してください。）

ｼﾒｲ 氏名 和暦 年 月 日 性別 会社名 役職名

ｹｲｻﾞｲ ﾀﾛｳ 経済 太郎 S 30 03 04 M 代表事業者名 代表取締役社長

ｹｲｻﾞｲ ｼﾞﾛｳ 経済 次郎 S 35 05 14 M 代表事業者名 取締役

ｾﾞﾝﾁｭｳ ﾊﾅｺ 全中 花子 H １ 11 30 F 連携事業者名 代表取締役社長

ｾﾞﾝﾁｭｳ ｳﾒｺ 全中 梅子 H ３ 10 01 F 連携事業者名 取締役

（注１）記載しきれないときは、適宜追加して記載してください。

（注２）氏名カナは、半角、姓と名の間も半角で１マス空けてください。

（注３）氏名漢字は、全角、姓と名の間も全角で１マス空けてください。

（注４）生年月日は、大正は T、昭和は S、平成は H で半角とし、数字は２桁半角で記載して

ください。

（注５）性別は、半角とし、男性は M、女性は Fとしてください。

（注６）外国人については、氏名欄にはアルファベットを、シメイ欄は当該アルファベットのカ

ナ読みを記載してください。
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【参考資料１】

特定ものづくり基盤技術について
特定ものづくり基盤技術とは、国が指定する以下の２０技術をいいます。

１．組込みソフトウェア ２．金型 ３．電子部品・デバイスの実装 ４．プラスチック成形加工

５．粉末冶金 ６．溶射 ７．鍛造 ８．動力伝達

９．部材の結合 １０．鋳造 １１．金属プレス加工 １２．位置決め

１３．切削加工 １４．織染加工 １５．高機能化学合成 １６．熱処理

１７．溶接 １８．めっき １９．発酵 ２０．真空の維持

組込みソフトウェア

自動車、情報家電及び携帯電話、ロボットなど、ＰＣ等の汎用機以外に組み込まれているソフトウェア。
製品の出荷時に当該製品の製造業者などによって、インストールされており、当該製品のユーザーによって追加・変更・削除が
（原則的に）行えないソフトウェア。
組み込まれる機器の製造業者若しくは部門から、機器の仕様が提示され、その仕様に沿って、開発されるソフトウェア等。

金型

金型は同一形状の製品（部品）を大量に生産する時に使用するツールであり、主として金属材料を加工して作る型の総称。金
型を使ってプレス加工による成形や、金型の中にプラスチックを流し込み成形するといった方法等で使用。金型製造及び金型設
計にそのノウハウが凝縮されている。
主な金型の種類として、プレス用金型・鍛造用金型・鋳造用金型・ダイカスト用金型・プラスチック用金型・ガラス用金型・ゴム用
金型・粉末冶金用金型等。

電子部品・デバイスの実装
半導体の配線技術やバンプ形成技術、半導体・電子部品のパッケージング技術、半導体・電子部品のプリント配線板への搭
載技術、プリント回路基板を組立てる電子機器筐体組立技術等の要素技術及びその全体最適化を図る電気的・熱的・機械設
計・シミュレーション技術、設計技術からなる技術等。

プラスチック成形加工
成形機に金型を取り付け、熱溶融又は計量したプラスチックを金型内に圧力をかけ流し込み、化学反応や冷却により固化する
ことにより所定の形状に成形する加工技術等。

粉末冶金
原料に金属粉末を用い、これを添加物と混合、金型中に充填し、圧縮成形（圧粉体）し、最後に焼結する技術等をいい、プレス
成形法と金属粉末射出成形法に二分される。

溶射
基材に対して、溶射材料としての粉末もしくは棒・ワイヤーにエネルギーを加えて溶融または半溶融の状態にしながら高速で噴
射し、基材上で衝突凝固させて密着・積層することにより、皮膜を形成する技術等。

鍛造

可鍛性（金属材料を高温に加熱すると軟化して弾性を失い、延性が大きくなる性質）のある金属材料を高温に加熱して、ハンマ
やプレスなどで大きな力を加えて所要の寸法形状に成形すると同時に、組織や性質を改良する加工法等。
600℃～900℃で行う温間鍛造、それ以上の温度の熱間鍛造、常温で行う冷間鍛造がある。（温度が低いほど、難度が高く、比
較的小物の加工に適している。）

動力伝達 輸送機械、産業機械等の各種機械・装置において、動力の伝達、回転軸の変換、回転速度の加・減速等に不可欠な技術等。

部材の結合
輸送機械、産業機械をはじめ、橋梁、建築から時計、めがねに至るまでの各種の機械、設備、製品において、２個以上の部材
をねじ締め付けによって結合する技術等。

鋳造
鋳鉄・アルミニウム合金・銅合金等の材料を溶解し、砂型・金型・プラスチック型等の各種鋳型に注湯・凝固させることで、目的
の形状に成形する加工方法等。

金属プレス加工
プレス機械に金型を取りつけ、金型を介して材料に力を加えて打ち抜き、曲げ、絞り等を行うことによって金属を成型する加工
技術等。

位置決め
工作物や加工工具等の位置を正確に定めて保持するとともに、連続した瞬間ごとにそれらの位置を正確に運転制御するため
に必要となる技術であって工作機械等の部分品、附属品等によって実現する技術等。

切削加工 工作機械と切削工具を使用して、被加工物の不要な部分を切屑として除去し、所望の形状や寸法に加工する技術等。

織染加工
糸加工、織編物製造、不織布、染色・機能性加工等における繊維の高度な加工技術、新しい感性に基づくデザイン・コンセプト
や機能を可能とする縫製や後加工等のファッション創造加工技術等。

高機能化学合成
様々な有機化合物を原料とし化学反応により、ディスプレイ、光記録、プリンタ、エネルギー変換などの分野で必要不可欠な有
機材料を化学合成する技術等。

熱処理
金属材料・製品に加熱、冷却の熱的操作を加え、金属組織を変化させることにより、耐久性、耐磨耗性、耐疲労性さらには、耐
食性、耐熱性などを与える技術等。

溶接

組み立てようとする部材の一部に、熱（摩擦熱を含む）または圧力もしくはその両者を加え、さらに必要があれば適当な溶加剤
（溶接棒等）を加えて、その接合部が連続性をもつように部材を一体化する技術等。
溶接は継手構造が簡単で機械的な接合法に比較して継手効率が高く、経済的な接合が可能なため、鋼やアルミニウム合金等
の金属構造物の主要な接合技術である。

めっき
表面処理の一種で、一般的には素材（鉄や真鍮、樹脂など）を金属（金、銀、銅、クロム、ニッケル等）で被覆することにより、耐
腐食性、耐摩耗性、電気的特性、磁性等の素材にない機能や性質を付加する技術等。

発酵

一般に酵母・細菌などの微生物が有機化合物を分解してアルコール、有機酸などを生ずる過程で、酒、醤油、味噌、ビタミン、
抗生物質等の製造に係る技術等。
より広義には、生態の代謝および微生物による物質生産を指すため、発酵技術はバイオテクノロジーのコアとなる技術の一つ
である。また、その関連技術は、食品・化学分野を始め、機械・精密機械分野、IT・ソフトウェア分野、環境分野など幅広い産業と
関連があることが特徴である。

真空の維持
半導体、液晶パネル、光学部品、食品、医療品等の製造工程等において、大気圧よりも低い圧力の気体で満たされている特
定の空間状態(真空状態)を作りだし、その状態を維持する技術等。

特定ものづくり基盤技術 技術の概要



- 33 -

【参考資料２】

特定被災区域一覧

青森県：八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町

岩手県：盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 陸前高田市 釜石市 二戸市 八幡

平市 奥州市 岩手郡雫石町 同郡葛巻町 同郡岩手町 同郡滝沢村 紫波郡紫波町 同郡矢巾町 和賀郡西

和賀町 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 気仙郡住田町 上閉伊郡大槌町 下閉伊郡山田町 同郡岩泉町

同郡田野畑村 同郡普代村 九戸郡軽米町 同郡野田村 同郡九戸村 同郡洋野町 二戸郡一戸町

宮城県：仙台市 石巻市 塩竈市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島

市 大崎市 刈田郡蔵王町 同郡七ケ宿町 柴田郡大河原町 同郡村田町 同郡柴田町 同郡川崎町 伊具郡

丸森町 亘理郡亘理町 同郡山元町 宮城郡松島町 同郡七ケ浜町 同郡利府町 黒川郡大和町 同郡大郷町

同郡富谷町同郡大衡村 加美郡色麻町 同郡加美町 遠田郡涌谷町 同郡美里町 牡鹿郡女川町 本吉郡南三

陸町

福島県：福島市 会津若松市 郡山市 いわき市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬

市 伊達市 本宮市 伊達郡桑折町 同郡国見町 同郡川俣町 安達郡大玉村 岩瀬郡鏡石町 同郡天栄村

南会津郡下郷町 同郡檜枝岐村 同郡只見町 同郡南会津町 耶麻郡北塩原村 同郡西会津町 同郡磐梯町

同郡猪苗代町 河沼郡会津坂下町 同郡湯川村 同郡柳津町 大沼郡三島町 同郡金山町 同郡昭和村 同郡

会津美里町 西白河郡西郷村 同郡泉崎村 同郡中島村 同郡矢吹町 東白川郡棚倉町 同郡矢祭町 同郡塙

町 同郡鮫川村 石川郡石川町 同郡玉川村 同郡平田村 同郡浅川町 同郡古殿町 田村郡三春町 同郡小

野町 双葉郡広野町 同郡楢葉町 同郡富岡町 同郡川内村 同郡大熊町 同郡双葉町 同郡浪江町 同郡葛

尾村 相馬郡新地町 同郡飯舘村

茨城県：水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨

城市 笠間市 取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市 行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡

茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町 稲敷郡美浦村 同郡阿見町 同郡河内町

北相馬郡利根町

栃木県：宇都宮市 足利市 佐野市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀

郡益子町 同郡茂木町 同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町

埼玉県：久喜市

千葉県：千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 成田市 佐倉市 東金市 旭市 習志野市 八千代市 我孫子市

浦安市 印西市 富里市 匝瑳市 香取市 山武市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡神崎町 同郡多古町

同郡東庄町 山武郡大網白里町 同郡九十九里町 同郡横芝光町 長生郡白子町

新潟県：十日町市 上越市 中魚沼郡津南町

長野県：下水内郡栄村

平成２３年５月２日

平成２３年８月１７日改正

※なお本表は、平成２３年９月２６日に岩手県一関市と東磐井郡藤沢町が合併し、岩手県一関市となったことを反映さ

せています。
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【参考資料３】

直接人件費単価の算出方法について

平成２３年１２月１６日

全国中小企業団体中央会

１．人件費の算出は、直近の１年間給与支払実績等に基づくとともに、以下の点に

留意して、時間単価を必ず算出すること。

【人件費時間単価の積算方法】

人件費時間単価

=(年間総支給額＋年間法定福利費)÷年間理論総労働時間

法定福利費は、健康保険、厚生年金保険、労働保険、児童手当拠出金、身体障害者雇用納

付金、労働基準法の休業補償等の事業者負担分とする。

また、年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当

等の諸手当及び賞与を含めることができるが、それ以外の食事手当などの福利厚生的意味あ

いで給付されているものは含めることができない。なお、「年間総支給額」には、超過勤務

手当・深夜勤務手当・休日出勤手当等を含まないので注意すること（分母が「年間理論総労

働時間」のため）。

なお、時間単価を計算する際、１円未満を切り捨てること。

２．東日本大震災の影響を受け、離職した者を採用する場合、労働契約書で時間単価を算出する

こと。
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【参考資料４】

助成事業に係る経費支出基準

平成２３年１２月１６日

全国中小企業団体中央会

本基準は、新事業活動促進支援補助金（農商工連携等の活用による被災地等復興促進支援事業、

グローバル技術連携・創業支援事業）における助成事業の経費支出基準について定めるものとす

る。

※ 以下の金額は消費税抜き（人件費を除く）であり、あくまでも限度額（上限）である。

１．人件費

担当者 １時間 ５，０００円、１日 ４０，０００円を限度とする。

注： １日当たりの人件費額は、時間単価を算出し、実際に労働した時間により計算する。

２．専門家謝金

① 大学教授クラス、弁護士、弁理士、公認会計士、医師及びシステム監査士これに準ずる

者の場合

１日につき５０，０００円を限度とする。

② 大学准教授、税理士、司法書士、中小企業診断士、社会保険労務士、行政書士、システ

ムエンジニア、情報コンサルタント、技術士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、薬剤師

等の場合

１日につき４０，０００円を限度とする。

③ その他

１日につき３０，０００円を限度とする。

３．雑役務費 １時間 １，０００円、１日 ７，５００円を限度とする

（交通費は別に実費）。

４．旅 費 全国中央会が定める「助成事業の旅費支給に関する基準」によるも

のとする（原則、ＪＲ等が発行する時刻表に準拠し、旅費計算ソフト

ウェアで算定する。）。
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【参考資料５】

助成事業の旅費支給に関する基準

平成２３年１２月１６日

全国中小企業団体中央会

第１章 総 則

（目 的）

第１条 本内規は、新事業活動促進支援補助金（農商工連携等の活用による被災地等復興促進支

援事業、グローバル技術連携・創業支援事業）及び事業環境整備対策費補助金（中小企業の協

働による国内外販路開拓等支援事業）における助成事業の旅費支給について定めるものとする。

（対象事業）

第２条 本内規の対象とする助成事業は、農商工連携等の活用による被災地等復興促進支援事業、

グローバル技術連携・創業支援事業及び中小企業の協働による国内外販路開拓等支援事業とす

る。

第２章 国内出張旅費計算の基準

（旅費の計算）

第３条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。

２ 旅費計算の起点は、原則として出張者の勤務先の最寄駅とする。

３ 片道の鉄道・航路の営業キロが６００キロメートルを超える場合は、往復割引運賃により計

算する。また、航空賃については往復割引運賃を上限として計算する。

４ 同一区間内に複数の用務地がある場合の乗車運賃（特急・急行料金は除く。）については、

最遠隔地から起点までの通し運賃により計算する。但し、用務地が乗車券の有効日数を超える

場合は、この限りでない。

５ 第３項及び第４項以外にあっても、「運賃計算の特例」に該当するものは、当該特例運賃に

より計算する。

（出発時刻及び到着時刻の基準）

第４条 用務地と用務地最寄駅等の所要時間は、通常の経路で要する時間とする。

２ 前項により計算した時間が、出発時刻が８時より以前、到着時刻が２２時を超える場合は、

出張の日数を加えることができる。
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第３章 国内出張の旅費

（近距離地域の旅費）

第５条 東京都区内及び片道５０キロメートル以内の出張については、鉄道賃、バス賃、モノレ

ール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤手当支給経路にあ

る場合は支給しない。

（近距離地域以外の旅費）

第６条 特急料金（新幹線を含む。）及び急行料金（以下「特急料金等」という。）を徴する列

車等を運行している路線を利用する出張で、片道５０キロメートルを超える区間で現に利用す

ることが可能な場合は、第３条第１項本文の規定に即し、特急料金等を支給することができる。

この場合、指定席車があるときは、座席指定料金も支給することができる。ただし、用務地が

出張者の通勤手当支給経路にある場合は支給しない。

２ 次の各号に定める都道府県への出張で、現に利用することが可能な場合は、原則として航空

賃を支給する。

（１）東京起点の場合

北海道、東京都の島しょ、富山県、石川県、福井県、鳥取県、島根県、山口県、香川県、

徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、

沖縄県

（２）名古屋起点の場合

北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

（３）大阪起点の場合

北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、東京都の島しょ、新潟県、愛媛県、

長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

（４）福岡起点の場合

北海道、青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、長野県、山梨県、静岡県、富山県、石川県、

福井県、徳島県、愛媛県、高知県、宮崎県、沖縄県

（５）その他

上記（１）～（４）以外で、全国中央会が認めた場合

３ バス賃、モノレール賃並びに船賃を支給することができる。ただし、用務地が出張者の通勤

手当支給経路にある場合は支給しない。

４ 第４条第２項の規定により出張の日数を加えた場合の宿泊料については、片道５０キロメー

トルを超える出張の場合のみ適用するものとし、宿泊日数に応じて次表の額を限度として支給

することができる。
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区 分 宿 泊 料

① 専門家

② 補助事業者・連携参加者（共同申請者）の役員

③ 補助事業者・連携参加者（共同申請者）の社員・職員

１７,０００円

１５,０００円

１３,０００円

５ 日当は、片道５０キロメートルを超える日帰り出張の場合のみ適用するものとし、次表の額

を限度として支給することができる。

区 分 日 当

① 専門家

② 補助事業者・連携参加者（共同申請者）の役員

③ 補助事業者・連携参加者（共同申請者）の社員・職員

５，０００円

４，０００円

３，０００円

第４章 海外出張の旅費

（海外出張の旅費）

第７条 全国中央会と協議のうえ、必要に応じて支出できるものとする。

２ 航空賃、鉄道賃及び船賃は、エコノミークラス（普通クラス）による実費額を支給する。

３ 車賃は、鉄道を除く陸路旅行について、実費額で支給する。

４ 滞在費は１泊２５，０００円を限度とする。

第５章 雑 則

（参考資料）

第８条 旅費の計算に当たっては、「ＪＲ等の時刻表」又は「旅費計算ソフトウェア」等を参考

資料とするほか、全国中央会の指示に従うこと。

（その他）

第９条 補助事業者において旅費規程が整備されており、上記第３条から第８条の規定と概ね同

等の規定となっている場合は、全国中央会と協議のうえ、補助事業者の旅費規程により算定す

ることができる。


